
 

 

 

土 地 売 買 契 約 書（案） 

 

売払人 柏原市(以下｢甲｣という。）と、買受人         (以下｢乙｣という。)

との間に、土地の売買について、次の条項により売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 甲は、その所有にかかる次の土地（以下「本件土地」という。）を現状有姿の

まま乙に売り払い、乙はこれを買い受けるものとする。 

  所在地 柏原市大字高井田６５０番３ 

  地 目 宅地 

  地 積 ５４１．４５㎡（登記事項証明書の地積） 

（売買代金及び納入方法） 

第３条 本件土地の売買代金は、金          円とする。 

２ 乙は、前項の売買代金を一括して、甲の発行する納入通知書により、甲が定める日

までに納入しなければならない。 

（所有権の移転及び登記） 

第４条 本件土地の所有権は、乙が前条第１項の売買代金を完納したときに、乙に移転

するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により本件土地の所有権が移転した後、速やかに甲に対し所有権

の移転登記を請求するものとし、甲はその請求により遅滞なく所有権移転登記を嘱託

するものとする。 

３ 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税及び証明書類等の取得に要する費用

は、乙の負担とするものとする。 

（売買物件等の引渡し） 

第５条 本件土地及び末尾記載の建物、工作物、地下埋設物等（以下「本件建物等」と

いう。）は、前条第 1 項の所有権の移転と同時に現状有姿のまま乙に引き渡すものと

する。 

（公租公課の負担） 

第６条 本件土地に賦課される公租公課について、所有権が移転した日以降のものは、

乙が負担するものとする。 

（担保責任等） 

第７条 乙は、本契約締結後、本件土地の数量について本契約の内容に適合しないこと

が判明した場合であっても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は本契約の解除をす

ることができない。 

２ 本契約締結後、本件土地から地中埋設物、土壌汚染、地下水汚染等の存在が判明し



 

 

 

た場合であっても、前項と同様とする。 

（暴力団員等による使用の禁止） 

第８条 乙は、本件土地を柏原市暴力団排除条例（平成２５年柏原市条例第２７号）第

２条第７号の暴力団員、同条第８号の暴力団密接関係者その他これらに類するものの

使用の用に供してはならない。 

２ 乙は、本件土地の所有権を第三者に移転する場合には、前項の規定を継承するよう

努めるものとする。 

（風俗営業等の禁止） 

第９条 乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 

２３年法律第１２２号）第２条第４項から第１１項又は第１３項に規定する営業の用

に使用してはならない。 

２ 乙は、本件土地の所有権を第三者に移転する場合には、前項の規定を継承するよう

努めるものとする。 

（建物等の解体、撤去等） 

第１０条 乙は、第５条に規定する売買物件等の引渡しの日から起算して、１年以内に

本件建物等のうち、末尾記載の解体撤去対象物を解体及び撤去（以下「解体撤去」と

いう。）しなければならない。この場合において、解体撤去した箇所については、甲

と協議のうえ、適正な方法により埋め戻さなければならない。 

 ２ 前項の解体撤去及び埋め戻しに要する一切の費用は、乙の負担とする。 

 ３ 乙は、やむを得ない理由により、第１項の期間を延長する必要がある場合は、事前

に甲の承認を受けなければならない。この場合において、乙はやむを得ない理由、延

長する期間その他甲が必要とする事項を記載した書面を甲に提出するものとする。 

４ 乙は、第１項の規定により解体撤去及び埋め戻しを行うときは、関係法令等を遵守

するとともに、第三者から苦情又は異議申立てがあったときは、乙の責任において解

決するものとする。この場合において、第三者に危害又は損害を与えた場合は、乙が

その責めを負うものとする。 

（権利の設定等） 

第１１条 乙は、前条第１項に規定する解体撤去及び埋め戻しの完了の日までは、本件

土地について地上権、賃貸借権、抵当権等の設定又は売買、贈与、交換等の所有権の

移転をしてはならない。 

（関係機関等との協議等） 

第１２条 乙は、本件建物等の解体撤去作業の着手に当たっては、事前に関係機関、近

隣住民その他関係者との協議、調整等を自らの責任で行わなければならない。 

（実地調査等及び報告義務） 

第１３条 甲は、第８条第１項、第９条第１項、第１０条、第１１条又は前条に規定す

る義務の履行状況を確認するため、本件土地について、随時に実地調査し、又は乙に

対し必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は

調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならな

い。 



 

 

 

２ 乙は、本件建物等の解体撤去に着手するとき又は完了したときは、甲に報告しなけ

ればならない。 

（違約金） 

第１４条 乙は、第８条第１項、第９条第１項、第１０条、第１１条又は前条第１項の

規定に違反したときは、第３条第１項に定める売買代金の３０％に相当する金額（１

円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てたものとする。）を違約金として、甲

に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第１６条に規定する損害賠償の予定又は一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１５条 甲及び乙は、本契約に定める義務を履行しないとき及び契約の締結又は履行

について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。 

（損害賠償） 

第１６条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、第 

１４条第１項に定める違約金に加えて、その損害を賠償しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１７条 乙は、甲が第１５条の規定により本契約を解除したときは、甲の指定する期

日までに次の各号に定める事項を実行しなければならない。 

  (1) 本件土地を原状に回復して甲に返還すること。ただし、甲が原状に復する必要

がないと認めたときは、乙は甲に対し現状有姿のまま返還することができる。 

  (2) 本件土地について設定された、地上権、賃貸借権、抵当権その他甲への完全な

所有権移転を妨げるものを消滅させること。 

  (3) 甲への所有権移転登記に必要となる登記承諾書等を提出すること。なお、甲へ

の所有権移転登記に要する一切の費用は、全て乙の負担とする。 

２ 前項第１号ただし書により本件土地を返還したときは、本件土地に残置したものの

所有権は全て甲に帰属する。この場合において、乙が損害を被っても甲に対して一切

の請求をすることができない。 

３ 乙は、第１項第１号ただし書の場合において、本件土地が滅失又は毀損していると

きは、その損害賠償として、減損額に相当する金額を支払わなければならない。また、

乙の責めに帰するべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当す

る金額を甲に支払わなければならない。 

（返還金等） 

第１８条 甲は、第１５条の規定により本契約を解除したときは、第３条第１項の売買

代金を返還するものとする。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 前項の場合において、乙は自らが負担した本契約の費用、本件土地の改良費、本件

建物等の解体撤去及び埋め戻しに要した費用その他一切の費用があっても、甲に請求

しないものとする。 

３ 甲は、第１５条の規定により本契約を解除した場合において、乙又は第三者に損害

が生じてもその責任を負わない。 

（返還金の相殺） 



 

 

 

第１９条 甲は、前条第１項の定めにより売買代金を返還する場合においては、次の各

号の合計額を返還金から相殺して返還するものとする。なお、相殺できない金額があ

る場合は、乙は甲に対して別途これを支払わなければならない。 

  (1) 第１４条第１項に規定する違約金 

  (2) 第１６条に規定する損害賠償金 

  (3) 第１７条第１項第３号に規定する所有権移転登記に要する一切の費用 

  (4) 第１７条第３項に規定する損害賠償金 

（法令等の規制遵守） 

第２０条 乙は、本契約に関する全ての法令等の規制を熟知のうえ、本契約を締結した

ものであることを確認し、本件土地を利用するに当たっては、関連法令等を遵守する

ものとする。 

（管轄裁判所） 

第２１条 本契約に関する管轄裁判所は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所とす

る。 

（疑義の決定） 

第２２条 本契約について、疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、

甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自

その１通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

 

売払人 甲  柏原市安堂町１番５５号 

 

柏 原 市 

 

柏原市長  冨 宅 正 浩 

 

 

 

買受人 乙   
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